
資料 2 
連合事務事業の合併に伴う協議の進め方 
 
考え方の基本    
 1 山口村、楢川村は木曽広域連合から他広域圏へ移動する。（現行の進捗状況からの想定
です。） 

2 連合事務事業の決定者は組織する 11町村。基礎資料を作成するのは広域連合。 
【広域連合は、普通地方公共団体の協議会（地方自治法第 252条の 2）】 

 3 木曽地域の今後については、木曽地域振興構想（平成 11年～22年）を基本理念とし
て、広域計画（平成 11年～15年、16年～20年）を基本とする。 

 4 事務事業の最終決定目標は、平成 15年 11月の連合定例議会とする。 
 5 共同事務の再検討の最終決定目標は、平成 16年 3月とする。 
 
進め方（町村合併担当課長会議での決定事項）    
1 事務事業、清算すべきもの（財産・負債）の調整方法 
 （16年度予算に影響のある事項） 

広域連合 組織町村(11町村) 山口村・楢川村 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
最終：平成 15年 11月目標 

 
2 共同事務の再検討（上記事業等が確定後） 

広域連合 組織町村・協議会 山口村・楢川村 
 
 
 
 
 最終：平成 16年 3月目標 
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連合事業の再構築 
1 連合で実施 
2 新自治体単独で実施
共同事務としての事務

事業を決定 
連合幹事会、正副連合長会、議会全員協議会 
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